
苫小牧市地域日本語教室 

有償ボランティア講師制度実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「地域日本語教室」（以下「教室」という。）の実施にあたり、教室運営を担う有償ボラン

ティア講師（以下「講師」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、講師とは、苫小牧市（以下「市」という。）が実施する、外国人市民の生活を支援

することを目的とした日本語教室において、教室運営に従事する人材をいう。 

（活動内容） 

第３条 講師は日本語教育に関する以下の活動を行う。 

（１）「苫小牧市地域日本語教室実施要綱」第２条に定める教室等における講師及びコーディネーター 

（２）市が開催または情報発信する講師向け講座等への参加並びに、講師同士の情報共有や連携を目的とした

市主催の集いへの参加 

（３）その他、市が認めた活動 

（活動報告）  

第４条 講師は、第３条の（１）から（４）に示す活動をした場合、１か月ごとに活動報告書（様式第５号）

を提出し、市に報告しなければならない。 

（遵守事項）  

第５条 講師は、活動上知り得た学習者の情報などの秘密を漏らしてはならない。活動を退いた後も同様とす

る。 

２ 講師は、公平性をもって活動するものとし、自己の利益を図ることを目的とした支援、助言は行ってはな

らない。 

（資格等） 

第６条 講師は、多文化共生のまちづくりに理解と熱意があり、原則として次のいずれかの日本語教育に関す

る資格等を有する者とする。ただし、これに準ずる経験・実績等を有すると市が認めた者を含むことができ

る。 

（１）登録日本語教員 

（２）日本語教育能力検定試験合格者 

（３）文化庁の認める 420 時間以上の日本語教師養成講座修了者 

（４）大学または大学院における日本語教育課程（主専攻または副専攻）修了者 

（５）市が実施する、日本語教育ボランティア向けの講座を修了した者 

（謝金） 

第７条 講師への謝金は、市が認める教室を対象とし、次のとおりとする。 

（１）金額は、別表のとおりとする。  



（２）謝金の支払いは口座への振込とし、１か月毎の実績払いとする。 

（３）出張（管外）旅費については、市職員の旅費に関する条例その他の市の旅費に関する規程の例により、

予算の範囲内で支払うものとする。 

（登録方法） 

第８条 講師の登録をしようとする者（以下「申請者」という。）は、登録申請書（様式第１号）に必要事項を

記入し、市に提出するものとする。 

２ 市は、前項による申請があったときは、申請者と面接した上で、講師の資格を有すると認めた場合には登

録決定を行い、申請者に登録決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（登録期間）  

第９条 講師の登録期間は１年とする。ただし、年度の途中で登録された場合は、登録の日からその年度末ま

でとする。 

２ 市が年度末に実施する意向調査により、更新の意思があった場合、登録更新届出書（様式第３号）の提出

により、登録期間を１年間更新することができる。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第１項の規定に関わらず、講師の職を解くこと

ができる。 

（１）講師が、特別な理由によりその職を辞する意思を表示し、これを相当であると認めたとき 

（２）疾病等により、講師がその職務を全うすることが困難であると判断したとき 

（３）市の信用を傷つけ、又は市の不名誉となるような行為を講師が取ったと判断したとき 

（４）役割を著しく逸脱した行為を講師が取ったと判断したとき 

（５）第４条に規定する遵守事項に講師が違反したと認めたとき 

（６）前各号に掲げるもののほか、講師に留まらせておくことが、社会通念に照らして著しく不合理であると

判断したとき 

（登録変更） 

第１０条 講師は、登録申請書の記載事項に変更があるときは、速やかに変更届出書（様式第４号）を提出す

るものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、講師の活動に関し必要な事項等は、市長が別に定めるものとする。 

 

別表 （講師へ支払う謝金の金額）※教室１クラス当たりの金額とする。 

第６条に定める（１）から（５）の資格を有する

者 

第６条に定める講座を受講した者 

１，０００円 ５００円 

 

附 則（施行期日） 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

附 則（改正日） 

この要綱は、令和７年１２月１日から適用する。  



様式第１号（第８条第１項関係） 

登 録 申 請 書  

     年  月  日 

苫 小 牧 市 長  様  

 

苫小牧市地域日本語教室有償ボランティア講師制度実施要綱第８条第１項の規程により次のとおり申

請します。 

ふりがな 

氏名 
 

性別 

男・女・その他・回答しない 

生年月日 昭和・平成   年  月  日生（現在 満  歳） 

住所 
〒   －     

市      町   丁目   番   号 

電話番号 携帯    －    －        電話      －   －     

メールアドレス   

勤務先 
名称：  

住所：   市   町   丁目   番   号 (電話：  －  －    )     

最終学歴 

学  校  名 学部・学科 所 在 地 卒業（見込）年月 

     年  月 
卒業 

卒業見込 

日本語教育に 

関する資格等 

（取得年、内容等） 

 
 
 

日本語教育経験 

(当市サロンを除く) 

（機関、対象、レベル、指導時間、使用教科書等） 

 

 

 

指導が可能な 

分野 

（例：生活日本語、介護の日本語） 

 

使用可能な 

教科書 

（例：『いろどり』など） 

 

担当可能な 

曜日・時間 
 

外国語能力 （例：TOEIC  点)  

 ※必要事項を、ペン又はボールペンで、正確かつ明瞭に、自筆で記入してください。 

  



様式第２号（第８条第２項関係） 

苫 未 創 第   号 

 年  月  日 

 

登 録 決 定 通 知 書  

 

＜ 申 請 者 名 称 ＞  様 

 

苫 小 牧 市 長   

 

 

   年   月    日付けで提出のあった申請について、苫小牧市地域日本語教室有償ボランテ

ィア講師制度実施要綱第８条第２項の規程により登録決定したことを、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

登 録 番 号 No.      

登 録 期 間   年  月  日 ～     年 ３月３１日 

講 師 

氏 名  

住 所 

〒    － 

 

 

  



様式第３号（第９条第２項関係） 

登 録 更 新 届 出 書  

 

   年   月   日 

苫 小 牧 市 長  様  

 

氏 名  

 

 

登録更新のため、苫小牧市地域日本語教室有償ボランティア講師制度実施要綱第９条第２項の規程に

より、下記のとおり届け出いたします。 

 

記 

 

登 録 番 号 No.      

講 師 

氏 名  

住 所 

〒    － 

 

 

  



様式第４号（第１０条関係） 

変 更 届 出 書  

 

   年   月   日 

 

苫 小 牧 市 長  様  

 

氏 名  

 

 

登録内容を変更するため、苫小牧市地域日本語教室有償ボランティア講師制度実施要綱第１０条の規

程により、下記のとおり届け出いたします。 

 

記 

 

変更理由等  

変更点 

（変更点を具体的に

記載してください。） 

＜変更前＞  

＜変更後＞  

 


